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公営電気事業者として現在 24都道府県 1市が保有する水力発電は，電力市場の自由化に伴い売電方法が

見直されるケースが増えている．一方，近年では地方公共団体を中心に地域主体が出資して小売電気事業

者（地域新電力）を設立する事例が増えている．本研究では，公営の水力発電の売電先を地域新電力に切

り替えることで見込まれる追加的な地域経済効果を，北海道と長野県を対象に，地域付加価値分析により

定量的に評価した．分析から，地域新電力が公営の水力発電からの電力調達を契機に売上を拡大できれば，

追加的な地域付加価値が見込まれることが明らかとなった．ただし地域新電力が実際に公営の水力発電か

ら電力を調達する上で課題もあり，その対策として，他の小売電気事業者との連携，行政との連携による

地域新電力の規模拡大等が考えられる． 
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1. はじめに 

 

日本国内には，都道府県等が公営電気事業者として保

有する水力発電所が多数存在し，2021年 4月 1日現在，

その数は314地点，最大出力の合計は約2,338MWとなっ

ている（公営電気事業者経営会議1））．従来，公営の水

力発電による電力は，各発電所が立地するエリアの旧一

般電気事業者に固定価格かつ長期契約で売電されること

が一般的であった．しかし，地方公共団体が行う売電契

約については，地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の

規定により，一般競争入札により締結することが原則と

されていることが電力市場の自由化の中で総務省より改

めて地方公共団体に通知 2)されており，売電方法が見直

されるケースが増えている．脱炭素化に向かう世界的な

潮流の中で，水力発電はCO2排出係数が低く環境価値を

有する電源として，注目度が高まっていると考えられる． 

一方，近年では，地方公共団体を中心に地域の企業等

が出資して小売電気事業者（地域新電力）を設立する事

例が増えている．2021年 5月時点で自治体出資が確認で

きる小売電気事業者は 75 事業者ある（資源エネルギー

庁3））．地域新電力は，地域経済循環や地域課題の解決

とともに，地域の脱炭素化を事業の目的に掲げるものも

多い（稲垣4））．稲垣によれば，これまで，地方公共団

体が自ら脱炭素化に向けて実施できる取組は，住民に向

けた啓発や補助制度の整備などに限られてきた．地方公

共団体も関与する地域新電力は，需要家の電力消費に関

する実データに基づいたエネルギー利用の効率化や，地

域資源を活用した再エネの活用や新規導入など，地域の

脱炭素化に直結する取組を進められる主体として期待さ

れるという． 

しかし，地域新電力の多くは，現時点では地方公共団

体が保有する公共施設への電力供給が中心であり，相対

的に事業規模が小さいことから，卸電力市場以外での電

源確保やリスクヘッジの手段が限られているという課題

がある（稲垣5））．地域新電力が公営の水力発電による

電力を調達することができれば，上記の課題を改善でき

る可能性がある．同時に，CO2排出係数が低い電力を地

域に供給することで，地域の脱炭素化を進めることもで

きる．他方，売電する公営電気事業者の立場からは，他

の小売電気事業者ではなく地域新電力に売電することに

より，（売電価格も含めて）地域に対して何らかの追加

的な便益が生じるのであれば，売電先を地域新電力に切

- 73 -

第 49回環境システム研究論文発表会講演集 2021年 10月 



 

 2 

り替えることも積極的に検討しやすいと考えられる． 

そこで本研究では，公営の水力発電による電力の売電

先を地域新電力に切り替えることによって見込まれる追

加的な地域経済効果について，北海道と長野県を対象に，

地域付加価値分析により定量的に評価した． 

 

2. 地域経済効果の推計手法 

 

(1) 地域経済効果の定量評価手法 

特定の経済活動が，ある地理的範囲にどのような経済

効果をもたらすかについて定量的に評価する代表的な手

法としては産業連関表を用いた産業連関分析が挙げられ

る．産業連関分析では，産業連関表に現れる産業間の投

入・産出の関係，すなわち連関から，分析対象とする経

済活動による財・サービスの需要増が他産業にどのよう

に波及するかを，レオンティエフの逆行列を用いて推計

する．多額の予算と時間を費やして作成される，産業連

関表の精緻さが，産業連関分析の信頼性を担保している．

しかし，これを地域レベルでの事業活動に適用しようと

すると，課題が生じる場合がある． 

第一に，産業連関分析では経済波及効果に注目するが，

それだけでは対象地域の主体が享受する経済的な便益を

捉えきれない可能性がある．経済波及効果は，経営指標

でいうところの売上に相当する指標であり，関連する地

域主体に帰属する便益を直接的に示すわけではない．仮

に地域内で大きな経済波及効果が生じるとしても，それ

によって生じる便益の多くが地域外の主体に帰属するこ

ともありうる．一般的な産業連関分析では，そうした便

益の帰属先まで明らかにするケースは少ない． 

第二に，産業連関分析を適用しようとする地域の範囲

が小さくなると，独自に産業連関表を作成しているケー

スは稀である，という点が挙げられる．この場合，より

上位の地理的範囲について作成された産業連関表を何ら

かの方法で加工し，分析対象地域の産業連関表を推計す

ることとなるが，加工の過程で産業連関表の精緻さが減

じられてしまい，分析の精度も粗くなってしまう． 

第三に，産業連関表は多額の予算と時間が必要である

が故に，5年に 1度程度の頻度でしか更新されず，各地

域における産業構造の変化を十分に反映できない場合が

あることが挙げられる．  

産業連関分析の第一の課題に対し，地域付加価値分析

では，経済波及効果ではなく，関連する主体に帰属する

付加価値に着目して分析を行うため，地域主体の便益を

より直接的に評価することができる．なぜなら，各主体

に帰属する付加価値は各主体の購買能力の上昇分であり，

新たな消費や投資にまわすことができるためである． 

また，第二，第三の課題に対して，地域付加価値分析

では分析対象とする経済活動のキャッシュフローを起点

とし，ボトムアップで事業に伴って生じる付加価値を推

計することで課題を解消している．分析対象から波及す

る付加価値について地域付加価値分析では，波及を受け

る個別の産業ないし特定の事業者において生じる付加価

値の比率を推計に用いるため，産業連関分析と比較する

と小さな地域でもより実態に近いデータを得やすく，一

定の精度を担保できる（中山 6））． 

ただし地域付加価値分析にも限界がある．レオンティ

エフの逆行列を用いて経済波及効果を無限に考慮する産

業連関分析と異なり，地域付加価値分析では個別に波及

効果を推計するため，一般には一次波及に含まれる付加

価値のみが評価の対象となる．多くの場合，二次以降の

波及効果は小さく，分析の精度を大きく左右することは

少ないが，より大きな地理的範囲で，より大規模な経済

活動を分析する場合には問題となりうる．ただし本研究

では，分析対象とする経済活動の規模が相対的に小さく，

地域内の関連産業への支出も少ないため波及効果も限定

的で，上記のような問題は起こりにくいと考えられる． 

 

(2) 地域付加価値分析の手順 

地域付加価値分析では，分析対象とする事業のキャッ

シュフローを起点とし，事業の遂行に伴ってどのような

主体に対してどのような支払いが行われるか，どの程度

事業そのものによる利益が生じるかを整理する．その上

で，支払いを受けた主体で生じる付加価値を推計すると

ともに，当該主体が分析対象として設定した地域内に存

在するかどうかを考慮し，地域内に存在する場合にはそ

こで生じた付加価値を地域付加価値に算入する．また，

事業そのものの利益については，事業のオーナーシップ

に従って分配されるものと考える． 

本研究で分析対象とする地域新電力が実施する小売電

気事業は通常一般的な営利事業であり，地域新電力から

の支払いは政府への納税，被雇用者への所得支払い，事

業に必要な財・サービスの調達に伴う関連産業への支払

いに大別される． 

政府への納税は，事業税や固定資産税のように事業に

よる利潤に依存しないものと，法人税や法人住民税のよ

うに利潤に依存するものとがある．また，税目に応じて

納税先が国，都道府県，市町村と異なっている．そこで

本分析手法では，税目別に税額を推計し，納税先別に集

計することで地域付加価値を得る．なお本研究では，税

目別の税率について，2020年度時点での税率を適用した． 

被雇用者への所得支払いは，さらに被雇用者の可処分

所得と，税・保険料の支払いに分けられる．税・保険料

については，家計調査 7)から「勤労者世帯」の「勤め先

収入」に占める「勤労所得税」「個人住民税」「社会保

険料」の比率に取得し，2015 年から 2017 年の平均値を

推計に用いた．さらに，個人住民税については地方税に
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関する統計表・計数資料一覧の地方税の税目別収入額及

びその割合の推移 8)から，道府県民税と市町村民税の比

率を取得し，2015 年から 2017 年の平均値を用いて都道

府県への納税分と市町村への納税分に按分している．上

記によって得た可処分所得と納税額を，被雇用者の居住

地によって集計し，地域に帰属する付加価値を得る． 

調達に伴う関連産業への支払いについては，法人企業

統計年報 9)から各産業の「売上」に占める「法人税，住

民税及び事業税割合」「当期純利益」「人件費」の比率

を取得し，2015 年から 2017 年の平均値を推計に用いた．

上記によって得た付加価値額を，各産業の立地地域によ

って集計し，分析対象地域に帰属する付加価値を得る． 

 

3. 分析対象地域と分析の想定 

 

(1) 分析対象地域：北海道・長野県 

本研究では，北海道と長野県をそれぞれ分析対象地域

とした．これらはいずれも，すでに公営の水力発電の売

電方法を，従来の旧一般電気事業者との長期契約から変

更しており，北海道は一般競争入札，長野県は公募型プ

ロポーザルにより売電先を選定している．それぞれの企

業局が保有する水力発電による発電電力量は北海道が約

304GWh，長野県が約 354GWh となっている（2019 年度，

資源エネルギー庁 10））．また，地方公共団体が出資等

により関与する地域新電力についても，北海道内に 1社，

長野県内に 4社立地している．従って，今後，地域新電

力が売電先となる可能性がある． 

 

(2) 分析の想定 

本研究では，地方公営企業による電力の全量が地域外

の小売電気事業者に売電されており，地域新電力は地域

外から電力を調達している「現状」ケース（仮にこのよ

うに呼称するが，2 地域において現状で必ずしも全てこ

のようになっているとは限らない．）と，地方公営企業

による電力の全量または一部を地域内の小売電気事業者

（地域新電力）に売電する（仮想的な）「シナリオ」ケ

ースとを比較分析した． 

北海道では，地域新電力 1社が公営水力発電による発

電電力量の約 15%に相当する年間 50GWh を購入するケ

ースをシナリオとして想定した．この電力量を，公営水

力発電からの調達以前に地域新電力が供給していた電力

量とし，シナリオでは供給電力量が 10%増加し 55GWh

に達すると想定した． 

長野県では，地域新電力 4社が公営水力発電による発

電電力量の全量に相当する年間 360GWhを購入するケー

スをシナリオとして想定した．この電力量が，公営水力

発電からの調達以前に地域新電力が供給していた電力量

の 80%に相当するものとし，シナリオでは 4社合計の供

給電力量が 450GWhから 10%増加し 495GWhに達すると

想定した． 

地域新電力のキャッシュフロー算出に関わるパラメー

タのうち，電力販売単価は新電力ネット 11)を，託送料金

は北海道電力 12)，中部電力 13)を，供給電力量に占める高

圧電力と低圧電力の比率は電力調査統計 10)を，それぞれ

参照した．また，その他の一般管理費等は稲垣 14)を参考

に想定する地域新電力の規模に応じて調整した．また，

一般管理費等は各社共通とし，現状とシナリオとで変化

しないものとした． 

地域新電力が実施する事業について，実際には小売電

気事業以外にも様々な地域サービスを実施している事例

があるが，本研究における分析では小売電気事業のみを

対象とした．また，各地域新電力のオーナーシップにつ

いては全て立地する地域内にあるものと想定した．その

ため，事業による利益は全て地域内に帰属する． 

 

4. 公営水力発電による電力の売電先を地域新電

力に切り替えることによる地域経済効果 

 

(1) 北海道 

北海道の現状ケースでは，地域新電力 1 社で年間

50GWhの供給により売上が約11億円となり，その約5%

にあたる約 4,800 万円が地域付加価値となると推計され

た．これは地域新電力によって生じる付加価値の約 35%

にあたる（図-1）．地域付加価値の配分では事業主体

（地域新電力）従業員の可処分所得が最大となっており，

事業主体の純利益，都道府県税が続く．都道府県税の主

な構成要素は，電力販売に伴う電気事業税である．一方

で，地域内他企業の純利益や従業員可処分所得への帰属

分は限定的となっており，地域新電力以外の県内の主体

に対する波及効果は小さい． 

現状ケースに対し，シナリオケースでは売上が約 1.1

億円増加し，地域付加価値も約 500 万円増加する（図-

2）．これが，公営水力発電の売電先を地域新電力に切

り替えたことによる地域経済効果と評価できる．増加し

た地域付加価値の構成要素としては事業主体の純利益が

最大（約 400万円）で都道府県税，市町村税がこれに続

く（図-3）． 

支出に着目すると，地域新電力の電源が地方公営企業

の水力発電に切り替わることにより，電源調達に関して

地域外への支払いが減少する一方，供給規模の増加によ

って託送料金の支払いは増加しており，地域内への支出

の増加分と比較すると地域外への支出の減少分はやや小

さくなっている．また，地域外への支出が減少したこと

により，地域外に流出する付加価値も減少したように見

えるが，これによって追加的な収入を得る主体は存在せ

ず，地域の購買力向上には寄与しない． 
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(2) 長野県 

長野県の現状ケースでは，地域新電力 4 社で年間

360GWh の供給により売上が約 78 億円となり，その約

13%にあたる約10億円が地域付加価値となると推計され

た．これは地域新電力によって生じる付加価値の約 58%

にあたる（図-4）．北海道と同様に，地域付加価値の配

分では事業主体の純利益が最大となっており，事業主体

（地域新電力）従業員の可処分所得，都道府県税が続く． 

これに対し，シナリオケースでは売上が約 7.8 億円増

加し，地域付加価値も約 1億円増加する（図-5）．これ

が，公営水力発電の売電先を地域新電力に切り替えたこ

とによる地域経済効果と評価できる．増加した地域付加

価値の構成要素としては事業主体の純利益が最大（約

9,000 万円）で都道府県税，市町村税がこれに続く（図-

6）． 

 

(3) 北海道と長野県での差異 

長野県と北海道の地域新電力を比較すると，北海道の

方が収益性が低く，そのことが北海道で地域新電力の売

上に対する地域付加価値の比率が長野県の半分以下に留

まる理由となっている．北海道で収益性が低い主な要因

は，電力調達単価が長野県よりも相対的に高いことであ

る．北海道では長野県と比較して高圧，低圧とも販売単

価が約 3 円/kWh 高いのに対し，電源調達単価は約 5 円

/kWh 高くなっており，北海道の地域新電力における収

益性を低くしている． 

 

5. おわりに 

 

本研究では，公営水力発電による電力の売電先を地域

新電力に切り替えることによる地域経済効果を定量的に

評価した．その結果，売電先の切り替えを契機として地

域新電力の売上が増加すれば，地域付加価値についても

 

図-1 現状ケースにおける付加価値配分（北海道） 

 

 

図-2 現状ケースとシナリオケースでの地域新電力の収

入・支出・付加価値差分（北海道） 

 

 
図-3 シナリオケースにおける現状ケースからの地域付加

価値増分内訳（北海道） 

 
図-4 現状ケースにおける付加価値配分（長野県） 

 

 

図-5 現状ケースとシナリオケースでの地域新電力の収

入・支出・付加価値差分（長野県） 

 

 
図-6 シナリオケースにおける現状ケースからの地域付加

価値増分内訳（長野県） 
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一定の増加が期待されることが明らかとなった．売電先

の切り替えに伴って売上を増加させるために，実際には

営業活動にかかる費用が増加することも想定されるが，

大規模な設備投資等は不要であり，地域付加価値を高め

る手段としては費用対効果が高いと考えられる． 

公営水力発電による電力を地域新電力に販売すること

で，地域付加価値を高めるためには，地方公営企業から

の調達を契機として，地域新電力側で新たな付加価値を

生み出す必要があるともいえる．その手段の 1つとして，

地産電源，再エネ電源の供給により電力に新たな付加価

値を付与することによる売上増が想定される．パリ協定

や SDGsといった理念の拡がりにより，こうした付加価

値に価値を見出す需要家も増えつつあるが，現時点では

価格を最重要視する需要家が大多数であり，需要家に対

して地産電源や再エネ電源に価値を見出すような考え方

の変化を促していく必要がある． 

また，本研究で想定した地域新電力の供給規模は，現

状の地域新電力の供給規模と比較すると 10 倍以上の開

きがあり，公営の水力発電による電力を地域新電力が調

達するには，地域新電力そのものの供給規模拡大や公営

水力発電からの売電方法の工夫等が求められる． 

地域新電力の供給規模拡大にあたっては，地域に根ざ

し，地域経済循環や地域課題の解決，地域の脱炭素化を

進めようとする地域新電力の事業に価値を見出すよう，

需要家の認知度を高めていく必要があるだろう．そのた

めには，地域新電力そのものや立地する基礎自治体によ

る営業・広報活動の他，都道府県や省庁等その他の公共

団体も積極的に地域新電力から電力を購入したり，広報

したりすることも有効と考えられる． 

売電方法については，地域新電力が他社とも連携して

共同で地方公営企業の水力発電による電力を調達できる

ようにすることが有効と考えられる．すでに長野県では，

複数の小売電気事業者が連携して公営の水力発電による

電力を調達し，長野県内に販売している（長野県 15））．

また，地域新電力が電力小売だけでなく，相対での卸供

給や市場での売電も含めて多様な手段で電力を販売する

ことで，地方公営企業の水力発電を全量購入し，収入を

最大化することで，供給規模に関わらず地方公営企業の

水力発電を調達できるようになる可能性がある． 
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POTENTIAL REGIONAL ECONOMIC IMPACTS OF 

SWITCHING TO LOCAL POWER RETAILER 

FOR THE SALE OF HYDRO POWER OWNED BY LOCAL GOVERNMENT 

 

Yuki OGAWA, Hiroto TAKAKI, Mitsuhiro NAKAJIMA, 

Ryouta II and Shoya YOSHITOKU 

 
As the liberalization of power market goes on, local governments have started to reconsider the way to 

sell the electricity coming from hydro power plants they own. On the other hand, there are many local 

power retailers founded by local governments and other local organizations. In this study, we examine local 

economic impacts, value-added, brought by switching to local power retailer for the sale of hydro power 

generated by local prefectural governments, in Hokkaido-prefecture and Nagano-prefecture. The study re-

vealed that if local power retailers could increase their sales by taking advantage of supplying the electricity 

from hydro power generated by local governments, additional regional value-added would be realized. 

However, there are still some challenges for local power retailers to purchase electricity from hy-dro power 

generated by local governments. To overcome the challenges, measures such as cooperating with other 

power retailers and governments so that local power retailers can purchase electricity would be effective, 

which then lead to help local power retailers to grow. 
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